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腸管出血性大腸菌感染症多発警報が発令中 

現在、滋賀県下全域に腸管出血性大腸菌感染症多発警報が発令されていま

す。例年、腸管出血性大腸菌感染症は、夏場やバーベキュー等の食肉を調理

する機会が多くなる時期に増加します。 

○腸管出血性大腸菌による食中毒について○ 

・原因食品：生肉や加熱不十分な食肉 

生肉を取扱った調理器具・手指等から汚染された食品 

腸管出血性大腸菌感染者から汚染された食品 等 

・特徴、症状：非常に少量の菌数でも腹痛、出血性の下痢等の症状を引き起こ

し、重症化すると死に至る場合があります。 

☆腸管出血性大腸菌食中毒の予防対策☆ 

●食肉、内臓を生食用として提供・販売しない。 

●食肉を加熱して提供する場合は、十分に加熱しましょう。 

（中心温度７５℃以上で 1分以上の加熱が必要です。） 

●加熱せずに提供する野菜や果物は、洗浄・消毒を行いましょう。 

●調理前、トイレ使用後や生肉を触った後は、石けんで十分に手を洗いましょ
う。 

●従事者の健康管理の徹底をし、体調不良の人は調理に従事させないように
しましょう。 

●調理済み食品や生のまま提供する食品が、生肉との接触や肉類のドリップ
等で汚染を受けないようにしましょう。 

●まな板、包丁等の器具類は、用途別の使い分けを徹底しましょう。 

＜その他の注意点＞ 
●無症状病原体保有者が調理中に食品を汚染する可能性があります。病原体

保菌者でないことを確認するため、定期的に従事者の検便を行いましょう。 
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